
【歳入】

　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 43,844 千円

【歳出】

　社会保障４経費及びその他社会保障施策に要する経費 926,152 千円

（648,448 千円）

【社会保障４経費及びその他社会保障施策に要する経費】

国道支出金 地方債 その他

うち地方消費
税交付金
（社会保障
財源化分）

子ども医療費助成事業 3,021 203 2,700 15 103 6

障がい者福祉事業 107,570 75,743 31,827 2,151

保育所運営事業 119,168 4,664 52,648 61,856 4,182

その他事業 198,119 31,311 0 11,831 154,977 10,485

小　　計 427,878 111,921 2,700 64,494 248,763 16,824

国民健康保険事業
（特別会計繰出金）

29,960 16,426 13,534 915

介護保険事業
（特別会計繰出金）

176,948 6,769 170,179 11,506

後期高齢者医療事業 22,569 16,927 5,642 381

小　　計 229,477 40,122 0 0 189,355 12,802

予防接種事業 10,272 146 10,126 684

町立病院事業
（繰出金）

234,374 44,460 3,000 186,914 12,637

救急医療対策事業 1,462 1,462 98

その他事業 22,689 9,594 0 1,267 11,828 799

小　　計 268,797 54,200 0 4,267 210,330 14,218

926,152 206,243 2,700 68,761 648,448 43,844

（うち一般財源）

一　般　財　源

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要した一般財源の比率に応じ按分して充当しています。

合　　計

令和２年度和寒町一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）

増収分に係る社会保障４経費及びその他社会保障施策経費への財源充当状況について

　平成26年4月１日から消費税率（国・地方）が5％から8％へ、令和元年10月1日からは、8％から10％へ引き上げら
れたことに伴い、地方消費税交付金の増収分について、その使途を明確化し、社会保障４経費（年金、医療、介
護、子育て）及びその他社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　和寒町の令和２年度一般会計決算における社会保障関連経費への充当状況は、下記のとおりです。

財　源　内　訳
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（単位：千円）
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